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令和４年度 総務部の重点課題 

部長名 栗山 佳子  

＜全体方針＞ 

 総合計画後期基本計画を着実に推進していけるよう、財源調達の基本となる市税や税外債権について更なる安定的確保に努めるとともに、効果的な財源配分に

いっそうの工夫と努力を重ね、将来を見据えた財政運営を堅持する。あわせて、業務のデジタル化や施設管理の効率化の検討を進め、市民サービスの向上を図っ

ていく。 

 また、男女共同参画社会や「多様性を認め合うまち」の実現に向けて、様々な人権問題に粘り強く取り組むほか、監査を通して庁内ガバナンスの向上を図り、本

市行政事務の信頼性確保に努める。 

 市民総合センターにおいては、地域に密着した総合窓口として、より丁寧に住民ニーズの把握に努め行政サービスの向上を図る。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

庶務課 

 公文書管理条例に基づく適正な公文書の保管・保存を全庁的に推進するとともに、公文書館設置や行政デジタル化に即した文書管理システム導入について検討

を進める。また、公共調達基本条例の理念に基づき、随時入札制度等の見直しを図るほか、個別施設計画の全庁統一的な情報共有や公共施設の効果的・効率的な管

理運営に取り組む。 

選挙管理委員会 

適正な選挙事務を遂行するとともに、有権者の政治や投票意識の向上を図るため、教育委員会と連携した主権者教育の実施など効果的な選挙啓発に取り組む。 

財政課 

新市民会館をはじめとする投資的経費や公債費等の増加を見据え、限られた財源や基金の有効活用を図り持続可能な財政運営を堅持する。また、債権管理対策

会議による債権所管課の共通認識のもと連携して債権の回収を図るとともに、市民の利便性の向上に向けた納付環境の改善に取り組む。 

税務課 

安定的に市税収入を確保するため、課税客体の正確な把握による適正賦課と納付環境の更なる整備を推進するとともに、生活再建の視点を踏まえた納税相談や

完結する滞納整理を図り、納税者から信頼される公平公正な税務を推進する。 

人権課 

あらゆる人の人権を尊重し、多様性を互いに認め合う「人権尊重のまち」の実現の為、様々な人権課題の解消に向けた取り組みを推進する。また、社会のあらゆ
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る分野で互いに対等なパートナーとして、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、新たに策定した第４次男女共同参画プランに基づき

事業を展開する。 

綾歌市民総合センター 

南部地域の総合拠点である地域密着型の総合センターとして、いっそうの親切丁寧な行政サービスの提供に取り組む。 

飯山市民総合センター 

地域に密着した総合窓口として多様な市民ニーズに応え、行政サービスの更なる向上を図るとともに、市民総合センター改修事業を計画的に進める。 

監査委員事務局 

行財政事務全般について違法・不当はないか、また、経済性、有効性及び効率性の観点から監査する。 

令和４年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

(連携が必要な部署) 
重点課題 

課題解決に向けた 

具体的方策 
成果目標 総合計画 

評価 

(進捗結果) 
所見 

庶務課 ★公文書管理条例の周

知と公文書館（仮）設置

に向けた基本方針の策

定 

 

 

 

●条例に基づく公文書の

保管や移動、歴史公文書等

の選定基準などの研修会

を実施し、職員に周知を図

る。 

●飯山市民総合センター

改修工事にあわせた歴史

公文書整理室の整備及び

歴史公文書の仮移転 

 

 

 

●基本方針（素案）にのっ

とり、歴史公文書の長期保

〇公文書管理規程にのっ

とった公文書の保存、管

理を実施する。 

 

 

〇整理室に受付カウンタ

ー等を整備し、整備工事

期間中、飯山市民総合セ

ンターの書庫で保存しき

れない歴史公文書を生涯

学習センター及び西館へ

仮移転する。 

〇公文書館の候補地につ

いて比較検討し、基本方

27-②-1,2 Ｃ 〇5/17 に研修会を実施し、職

員に周知を図った。 

 

 

 

〇飯山市民総合センターの改

修に合わせた歴史公文書管理

室の整備が完了し、1/23 から

業務を開始した。 

 

 

 

〇公文書館候補地ごとの施設

整備費（概算額）や地理的条件
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存場所としての公文書館

のあり方について検討す

る。 

針を決定する。 を踏まえ、公文書館本館を飯

山市民総合センター2階、書庫

を旧飯山北幼稚園と決定した。 

（情報政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生活環境課） 

★電子決裁及び新たな

公文書管理システムの

導入についての検討 

●行政のデジタル化の推

進に向けた取り組みにあ

わせ電子決裁などの導入

を検討する。 

 

〇令和5年度末までの導

入に向け、情報収集及び

システム導入による効

果・課題を検討した上で

仕様書を作成し、R5年度

予算に計上する。 

27-②-１ Ｃ 〇仕様書の完成には至ってい

ないものの、複数のシステム業

者からデモンストレーション、

説明を受け、令和 5 年度予算

に計上するなど、同年度での

プロポーザル実施に向け、準

備を進めた。 

★公共施設等総合管理

計画の実践 

 

 

 

 

 

 

●市公共施設等総合管理

計画に基づき市有財産の

有効活用や未利用地の売

却等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

●個別施設計画の内容等

を踏まえた総合管理計画

の推進 

○未利用地売却 

目標額：4千万円 

○民間の意見も聞きなが

ら、調査や情報交換を行

い、未利用地の活用・売

却を推進する。 

 

 

 

 

 

 

○総合管理計画の中間見

直しを早急に完成させる

とともに、同計画の進捗

30-②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-⑥ 

Ｄ 〇立地や面積などから売却が

見込める土地を 3ヶ所選定し、

一般競争入札に向けて条件整

備を進めていたが、市や県の

事業実施のために利用するこ

ととなった（県の使用にあって

は賃貸借）ほか、隣接地との境

界確定において、所有者と合

意に至らなかったことにより、3

ヶ所とも入札に付すことができ

ず、令和 4 年度中の売却額

は、4,945,431円に留まった。 

〇当初の総合管理計画策定

後、新たに策定された個別施

設計画を総合管理計画へ反映



4 

 

状況を管理し、新たに策

定された個別施設計画を

順次反映させる。 

させたほか、データの更新な

どにより、総合管理計画の中間

見直しを行った。 

★カーボンニュートラ

ルの推進 

【重点プロジェクト】 

●公用車へのEV車の導入 

 

 

 

 

 

●グリーン電力導入の継

続 

〇公用車1台をEV車に置

き換えるほか、今後のEV

車の導入計画を策定す

る。 

 

 

〇引き続き電力入札の参

加要件に再生可能エネル

ギー導入状況の率を設定

するとともに、脱炭素社

会の実現により効果的な

総合評価方式の仕組みや

契約方法などについて検

討する。 

№13 Ｃ 〇ＥＶ車（普通車）1 台をリース

にて導入した。また、ＥＶ車導

入計画に基づき、令和 5 年度

で軽乗用1台、軽貨物4台のリ

ース契約を行うため、予算計上

を行った。 

〇庁舎等複合施設において総

合評価方式での入札準備を進

めていたが、昨今の社会・経済

情勢から不調となることが高い

ことが判明したため、検討の結

果、四国電力と再生可能エネ

ルギー100％電力メニューで

の随意契約を行った。 

 ★公共調達の質の向上

や地域社会の発展に向

けた、入札・契約制度の

改善 

●総合評価落札方式など

の入札契約制度について、

事業者の意見や要望を踏

まえ、見直しを検討する。 

 

 

 

 

○国・県や他市の情報収

集を行い、随時、見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

― Ｃ ○ダンピング受注防止のため、

低入札価格調査基準価格等を

国の最新のモデル基準に合わ

せて9月に改定を行った。また、

建設業の健全な発展や公共工

事の品質確保に向け、スライド

制度に関する具体的な運用方

針を定め、12月から運用を開始
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●工事施工時期の平準化

などを通し、建設業におけ

るワーク・ライフ・バラン

スを推進する。 

 

○平準化の取組みに対す

る課題を検証し、可能な

限り債務負担行為の活用

など関係各課と連携した

取組みに努めるととも

に、建設現場における週

休 2日を目指し、まずは

令和４年度からは毎月第

2 土曜日を統一休業日と

する取組を推進する。 

 

した。 

〇工期の平準化の取り組みに

ついては、第2土曜日を統一休

業日とする取組を実施し、建設

現場の労働環境の向上に努め

た。また、令和 6年度からの4

週8休への完全移行に向け、令

和5年度においては、統一休業

日を月2回（第2、第4土曜日）

に拡充することを決定した。 

選挙管理委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育委員会） 

★主権者教育の推進 

【重点プロジェクト】 

●高校生などを対象とし

た出前講座のほか、実際の

投票所（マルタスなど）等

を使用した模擬投票を実

施する。 

●子供連れでの投票を呼

びかけるとともに、投票所

において一緒に来た子ど

もに対し、選挙啓発グッズ

を配布する。 

●教育委員会と連携し、小

中学生に、選挙について考

えるきっかけとなる明る

〇模擬投票3回以上 

 

 

 

 

〇2回実施 

（４年度実施予定の参議

院選挙及び県知事選挙

時） 

 

〇作品応募100名以上 

№74 Ｃ 〇出前授業、模擬投票を 3 回

実施した。（高校 2、養護学校

1） 

 

 

〇参議院選挙及び県知事選

挙時、期日前投票所及び当日

の投票所において、子ども用

啓発ぬりえうちわを配布した。 

 

〇小中学生 131 名から応募が

あった。 
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い選挙啓発ポスター展へ

の作品募集を促す。 

★選挙の周知・啓発 ●コミバスフリーキャン

ペーンを引き続き実施す

る。 

●公式ツイッターを活用

し、選挙の情報や啓発イベ

ントを発信する。 

 

〇利用者数を R3 年度実

績より増やす。 

 

〇フォロワー数50 

― Ｃ 〇R3の衆院選での 1,041人と

比較し、R4 参議：2,019 人、知

事：1,813人と増大した。 

〇フォロワー数は 37 と少し目

標に達しなかったが、毎回数

百件程度の閲覧があることか

ら、選挙やイベントの周知等に

一定の効果があったと考えて

いる。 

財政課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★持続可能な財政運営

の推進 

【重点プロジェクト】 

●前年度決算や当該年度

の歳入歳出状況を踏まえ、

中期財政フレームを改訂

することにより予算編成

に反映させるとともに、歳

入における財源の研究を

行う。 

○財政硬直化の抑制 

95％以内での推移 

№77 Ｃ 〇令和 3年度決算において経

常収支比率は 87％であった。 

中期財政フレームを改定し、議

会に説明した。また、中期財政

フレームを基に、ボートレース

事業からの繰り入れ等を反映

させた予算編成を実施した。 

 

★基金の効果的活用と

残高確保 

【重点プロジェクト】 

●公共施設の再編など大

型事業や増加する公債費

に対し、計画的・効果的な

基金の活用を図る一方、基

金の留保にも努める。 

〇大手町地区公共施設再

編整備基金や丸亀城石垣

修復のための史跡等整備

基金の計画的活用 

〇モーターボート競走収

益基金の公債費への活用 

№76 Ｂ 〇各基金の目的に沿って活用

できた。 

〇次世代育成基金を新たに設

置したことで、モーターボート

競走収益金の有効活用と基金

の留保が図れた。 
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（債権主管課） 

〇合併振興基金の有効活

用 

★税外債権の適正管理 ●強制徴収公債権の滞納

処分及び私債権等の裁判

所を通じた回収の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時効期間を経過した私

債権の少額債権対策 

〇滞納処分や裁判所を通

じた債権回収の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇時効期間を経過し、裁

判所を通じた強制徴収費

用に満たない債権の放棄

を検討 

30-②-2 Ｄ 〇強制徴収公債権においては

口座照会などを通じて滞納処

分を行った。裁判所を通じた強

制徴収については、給食債権

の支払督促を 6 件実施し、債

務名義の取得及び債権回収を

行った。 

市営住宅の債権徴収は遅れて

いる。債権管理の推進につい

て所管課と再度協議し、債権

管理アドバイザーが住宅課に

赴き、債権の整理と回収に当

たっている。 

〇少額債権で時効を過ぎたも

のについて、私債権管理条例

に沿った債権放棄を所管課と

協議した結果、放課後留守家

庭児童会保育料について、

「私債権の管理に関する条例」

に基づく債権放棄を行った。ま

た、6月議会での報告を予定し

ている。 
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★使用料・手数料に係る

キャッシュレス決済導

入の検討 

●各債権主管課と連携し

てキャッシュレス決済導

入を検討し、納入義務者の

利便性の向上を図る。 

 

〇税務課・市民課の証明

手数料にキャッシュレス

決済を導入 

〇指定管理施設へのキャ

ッシュレス決済導入の検

討 

31-③-1 Ｃ 〇本庁には導入済み。 

 

 

〇指定管理施設については、

所管課と協議中であるが、経

理等に影響がでることから、現

時点では、導入への理解は得

られていない。 

税務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財政課） 

（市民課） 

★納税者の個別事情に

対応した納税相談や滞

納処分による市税徴収

率の更なる向上 

●コロナ禍などの影響に

よる納税者の個別事情を

考慮した納税相談を推進

し、滞納解消に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

●財産調査による差押え

や執行停止を実施し、完結

する滞納整理を推進 

〇現年徴収率目標 

一般市税 ：99.2％ 

国保税  ：93.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

〇財産調査による差押え 

目標件数 ：100件 

30-②-1 Ｃ 〇現年徴収率（2月末現在） 

一般市税 ：88.52％ 

国保税 ：83.79％ 

前年同月の徴収率と比べ、そ

れぞれ 0.62％減、0.05％減と

なっている。一般市税の減は、

大口納税者が令和 4 年度より

口座振替を開始し、収入時期

が 1月ずれこんだことによる一

時的な減少。 

〇財産調査による差押え（2 月

末現在） ：90件 

★納税者の利便性向上 ●キャッシュレス決済導

入による納付環境の整備 

〇地方税統一 QR コード

の導入に向けた事前準備

作業（中讃広域との連携、

納付書様式の変更等） 

30-②-1 Ｃ 〇地方税統一 QR コード納付

書は、金融機関で様式の審査

を受け、現在、発送準備を進

めている。 
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★窓口サービスの向上 ●証明等手数料のキャッ

シュレス決済を導入し、納

入義務者の利便性の向上

を図る。 

〇キャッシュレス決済を

行うため、レジ端末の入

れ替えや決済業者との契

約等を行う 

31-③-1 Ｃ 〇8 月 1 日より、証明等手数料

のキャッシュレス決済を導入

した。 

★時間外勤務時間の縮

減 

●働き方改革を念頭に置

き、更なる事務の効率化を

検討する。 

〇課全体の時間外勤務を

5％削減 

〇RPA 導入等の検討、研

究 

― Ｄ 〇職員数の減及び産休・育休

の取得等により、前年同月と比

較して、10.1％の増となってい

る。 

人権課 

（全庁） 

★インターネットによ

る人権侵害施策の推進 

【重点プロジェクト】 

 

 

●インターネットの人権

侵害への正しい理解と促

進のため関係団体、関係部

署と連携し、啓発活動を実

施する。 

〇広報、市のＨＰに啓発

記事を掲載 

〇インターネット差別事

象の書き込みの監視を香

川県と連携し実施する。 

〇小学生・中学生・高校

生への啓発チラシの配布 

〇パネル展示   年2

回 

Ｎo.63 Ｃ ・ＨＰに啓発記事を掲載 

・広報 12 月号に啓発記事を掲

載 

・監視班として、監視している

が、12月～1月は、班長として

も監視した。 

・小学生・中学生・高校生へ啓

発チラシを2月に配布 

・パネル展示を市役所ロビーに

て 4/11～19 に実施。2/10～20

に実施 

★障がい者の人権につ

いての正しい理解と認

識の促進 

【重点プロジェクト】 

●参加体験型の「障がいの

理解・啓発学習」を実施す

るとともに、ＦＢ等でその

行事の周知を通して広く

啓発する。 

〇「障がいの理解・啓発

学習」を実施する。 

・パラアスリート訪問授

業       年4回 

・ボッチャ体験教室  

年2回  

Ｎo.64 Ｃ ・パラアスリート訪問授業を実

施。（9/16 61人、9/21 121人） 

・ボッチャ体験教室を実施。

（9/6 110 人）（10/21 2 校

146人）（11/9 105人）（1/13 

82人）に実施 
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・盲導犬出張講座  

   年2回 

〇広報、市のＨＰ、ＦＢ

に啓発記事を掲載 

・盲導犬出張講座は、12/14に

2校 199人実施 

・ＦＢに啓発記事を掲載 

・広報2月号に啓発記事を掲載 

★性的少数者の人権に

ついての正しい理解と

認識の促進 

【重点プロジェクト】 

●性的少数者の支援や正

しい理解の促進、パートナ

ーシップ制度導入及び啓

発活動を実施する。 

〇広報、市のＨＰ、ＦＢ

に啓発記事を掲載 

〇意見交換会の実施   

年3回 

〇相談窓口の受付を常

設        

〇年内のパートナーシ

ップ制度の導入  

〇パンフレットの改訂

及び周知 

〇パネル展示 年2回 

Ｎo.65 Ｃ ・広報5月号・6月号、HPに啓

発記事を掲載 

・講演会を実施（6/17 128人） 

・意見交換会を実施（7/13 26

人、8/24 19人）他の教員はリ

モート参加（11/16 562人） 

・相談窓口の受付を常設（2件 

8/9、1/28実施） 

・啓発映画の上映会と意見交換

会を10/27（41人）に実施 

・令和5年1月にパートナーシ

ップ制度導入 

・パンフレットを改定 

・広報1月号にパートナーシッ

プ制度の周知の記事を掲載 

・広報2月号にパートナーシッ

プ制度の周知と性的少数者の

啓発チラシを全戸配布 

・パネル展示を市役所ロビーに

て5/30～6/7に実施。1/20～30

に実施 
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 ★同和問題（部落差別）

についての正しい理解

と認識の促進 

【重点プロジェクト】 

 

 

●隣保館において現地研

修を継続実施する。 

 

 

 

 

●人権・同和教育指導員を

派遣して、全市職員や指定

管理者等への研修の他、各

コミュニティセンターや

学校、保護者への研修も継

続実施する。 

〇人権セミナー 年4回 

〇啓発活動（研修等）  

 年10回 

〇広報、市のＨＰに啓発

記事を掲載 

 

〇研修    年70回 

 

Ｎo.66 Ｃ ・人権セミナーを実施。（４回

77人） 

・隣保館において現地研修を実

施。（16回 280人）。 

・広報 8月号、広報 10月号、

ＨＰに啓発記事を掲載。 

・広報 12 月号に啓発記事を掲

載 

・人権・同和教育指導員による

研修81回（2,743人） 

外国人の人権について

の理解と認識の促進 

●外国人に対する偏見や

差別意識を解消し、文化の

多様性や生活習慣等の違

いを認めて共生社会を実

現するための啓発を実施

する。 

〇広報、市のＨＰに啓発

記事を掲載 

〇パネル展示 

〇国際交流協会と連携し

て、外国人のための人権

相談窓口（法務省）を

SNSに掲載する。 

25-④-1 Ｃ ・ＨＰに啓発記事を掲載。 

・パネル展示を市役所ロビーに

て2/10～2/20に実施 

・国際交流協会と連携して、外

国人のための人権相談窓口を

ＳＮＳに掲載 

企業への啓発推進 ●仕事における人権問題

を重視し、働きやすい企業

づくりのため、企業の自主

的な職場研修の実施に向

けてはたらきかける。 

 

〇研修     年3回 

〇商工会議所などの機関

紙に研修の案内を掲載す

る。 

 

 

25-①-4 Ｃ ・2社（48人）に実施。 

・10月号・1月号の丸亀商工会

議所だよりに社内研修の案内

とパートナーシップ宣誓制度

の告知のチラシを1,900部同封

し配布 
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●広く市内企業の人権意

識を高める。 

〇商工会議所などの機関

紙に啓発記事を掲載す

る。 

・丸亀市飯綾商工会の会員企業

に社内研修の案内とパートナ

ーシップ宣誓制度の告知のチ

ラシを 500部、8月・1月に郵

送 

人権課 

（全庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員課） 

★ワーク・ライフ・バラ

ンス推進 

【重点プロジェクト】 

●定住自立圏構成市町、関

係機関・団体などで圏域内

一体となった取組推進（女

性活躍実践アイデア企業

の顕彰、顕彰事業応募社へ

のバス見学ツアー） 

 

 

●男性の育児休業取得促

進奨励金の支給などによ

り、企業における取り組み

を促進 

●市役所男性職員が子育

てに積極的に参画できる

職場環境づくり 

 

 

○顕彰事業に応募される

企業数 本市５社以上、

バスツアー参加者数年

/20 人、参加者アンケー

ト満足度80％以上 

 

 

 

○奨励金支給実績６社 

 

 

 

○男性職員の育児休業取

得率を令和 7年度までに

20％以上。子育て参画の

ための特別休暇取得率を

令和7年度までに85％と

して対前年度より向上さ

せる。（育休については１

人以上増） 

Ｎo.67 Ｃ ・女性活躍実践アイデア企業顕

彰4社から応募（本市2社、多

度津 1 社、まんのう１社）、バ

スツアーは新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により中

止、11/7女性活躍推進講演会開

催（142名参加） 

 

・奨励金支給社：5社 

 

 

 

・管理職向けイクボス研修を実

施（7/15）：12人受講 

・男性育休取得者（率）：4人 
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★女性活躍の推進 

【重点プロジェクト】 

●能力開発・発揮研修の実

施（女性職員による研修講

師となるよう努める） 

 

 

 

 

●女性人財リストの作成

及び活用 

 

 

 

 

●女性が市に対し意見を

伝える機会として、女性議

会を設ける。 

 

●定住自立圏構成市町、関

係機関・団体などで圏域内

一体となった取組推進（女

性活躍実践アイデア企業

の顕彰、顕彰事業応募社へ

のバス見学ツアー）【再掲】 

○参加者アンケートの満

足度90％以上 

 

 

 

 

 

○人財リストに登載され

た人を講師等とした取り

組み実践数（年１回以上） 

 

 

 

○1回開催（参加者数 10

人以上） 

 

Ｎo.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ ・2/24「財務会計事務の基礎に

ついて学ぼう」を実施（女性職

員が講師）：24人受講、参加者

アンケートの「今後もこのよう

な能力開発・発揮研修を実施す

べきか」では「はい」が100％ 

 

・人財リスト新規登録者3名、

うち1名に審議会等の委員選考

を目的とした利用申込あり。 

・市ホームページにて登録者一

覧を公開中。 

 

・11月 19日に「丸亀市女性議

会」を開催（参加者12人） 

 

 

・女性活躍実践アイデア企業顕

彰4社から応募（本市2社、多

度津 1 社、まんのう１社）、バ

スツアーは新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により中

止、11/7女性活躍推進講演会開

催（142名参加）【再掲】 
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★ＤＶ防止に関する啓

発の実施、相談窓口の周

知【重点プロジェクト】 

●（若年層向け）高校・大

学におけるパネル展示を

活用した啓発活動の実施 

 

 

 

●（一般向け）11月の「女

性に対する暴力をなくす

運動」期間に合わせた重点

的な啓発活動の実施 

○市内高校大学すべてで

巡回展示実施。パネル素

材の小冊子をパネル展示

校の１学年に配布。啓発

パネルの追加バージョン

を新調する。 

○啓発活動（街頭キャン

ペーン）の実施回数：３

回、相談窓口啓発シール

を市内店舗等（民間施設）

のトイレ鏡面に貼付（累

計250か所） 

Ｎo.69 

 

Ｃ ・デートDVパネルを市内高校、

大学校等で巡回展示した（10校

53 日間実施）小冊子は、11 校

1,298部配布済 

・啓発パネルの追加バージョン

は３月完成 

・街頭キャンペーンを４か所に

て実施（11/13、11/26、11/27、

2/23） 

・市内 11 店舗を訪問、トイレ

鏡面に相談窓口シールを貼付

（現在累計242か所） 

綾歌市民総合 

センター 

★地域密着型の総合窓  

口として住民に便利で

親しまれる、来庁しやす

い総合センターを目指

す。 

 

●円滑な窓口サービスの

提供を行うために更なる

業務の把握に努める。 

 

●本庁および担当間の連

携強化に努める。 

〇窓口業務マニュアルの

再確認を行い、より一層

の業務の把握に努める。 

 

〇業務内容が更新される

その都度、速やかにマニ

ュアルへの反映を行う。 

31-③-1 Ｃ 〇窓口業務マニュアルの再確

認を行うことで、現状制度に沿

った業務遂行ができた。 

 

〇業務内容の更新ごとにマニ

ュアルへの反映を行った。 

飯山市民総合 

センター 

 

 

 

 

★的確かつ迅速に対応

し、安心して利用できる

地域密着型の総合窓口

を目指す。 

●業務ごとに申請書類等

を一括管理し、作成してい

る業務推進マニュアルを

逐次最新の状態に更新す

ることにより、正確な情報

の共有化を図る。 

〇整備済マニュアルの見

直し更新 

 

 

 

 

31-③-1 Ｃ 〇整備済マニュアルの見直し

を図るとともに、政策の変更

や、追加になったものについ

ても随時更新している。 
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（住宅課） ●別館解体工事及びそれ

に伴う本館改修工事を実

施する。 

 

 

●老朽化した施設の改修

を実施し、利用者の利便性

向上等を図る。 

○別館機能の本館 2階へ

の移設工事及び別館解体

工事の着手 

 

 

○本館1、2階便所改修工

事及び本館 2階事務室他

改修工事 

〇別館解体工事は 10月26日

に契約し、予定通り順調に進

んでいる。 

 工期 令和4年10月26日～ 

     令和5年6月30日 

〇本館１、２階便所改修工事は

８月に完了した。本館２階事務

室他改修工事は９月に着手

し、12月20日に完了した。 

監査委員事務局 ★監査機能の充実・向上 ●定期監査においては、住

民の視点に立った監査を

行い、特に補助金等の適正

性、特命随意契約について

重点を置いて実施する。 

○定期監査を実施：8 月

～2月までの間 

― Ｃ 〇 8月に幼稚園1・こども園1・

保育所3・小学校3・中学校1箇

所の監査を実施した。 

10月から 2月にかけて全課の

監査を実施した。 

★法人監査の充実 ●公の施設の管理を委託

している指定管理者など、

財政援助団体等について

も、財務関係を中心に監査

を実施する。 

○財政援助団体等：3 団

体 

― Ｃ 〇 9月に財政援助団体等3箇

所の監査を実施した。 

 

 


